
 
 

 

 

 

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 

議事の運営について（改訂案） 

 
１．本委員会は、原則として公開する。なお、傍聴については、本委員会の運営

に支障を来さない範囲において、原則として認める。インターネット中継

による視聴方法により行う。 

 

２．配布資料は、原則として公開する。 
 

３．議事要旨については、原則として会議終了後１週間以内に作成し、公開す

る。 

４．議事録については、原則として会議終了後１ヶ月以内に作成し、公開する。 

 

５．個別の事情に応じて、会議又は資料を非公開にするかどうかについての判断

は、小委員長に一任するものとする。  

資料１ 



 

 

 

 

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 

議事の運営について（改定前） 

 
１．本委員会は、原則として公開する。なお、傍聴については、本委員会の運営

に支障を来さない範囲において、原則として認める。 

２．配布資料は、原則として公開する。 

 

３．議事要旨については、原則として会議終了後１週間以内に作成し、公開す

る。 

４．議事録については、原則として会議終了後１ヶ月以内に作成し、公開する。 

 

５．個別の事情に応じて、会議又は資料を非公開にするかどうかについての判断

は、小委員長に一任するものとする。 

別紙 


